
１
規
則
制
定
権
に
つ
い
て

〔
外
部
資
料
〕

３
規
則
制
定
権
の
範
囲

２
規
則
制
定
権
の
所
在

憲
法
七
七
条
は
、
下
級
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
適
し
た
規
則
を
定
め
う
る
よ
う
規
則
制
定
権
を
下
級
裁
判
所
に
委
任
す
る
こ
と

を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
こ
の
よ
う
な
実
例
は
な
い
。
こ
れ
は
実
際
上
、
規
則
制
定
を
下
級
裁
に
委
任
す
る
必
要

が
無
か
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
下
級
裁
判
所
が
最
高
裁
か
ら
委
任
さ
れ
た
規
則
制
定
権
に
基
づ
い
て
制
定
し
た
規
則
も
、
委
任
と
い

う
事
柄
の
性
質
上
、
最
高
裁
判
所
自
身
が
制
定
し
た
も
の
と
同
一
の
効
力
を
有
し
、
実
質
的
意
義
の
法
律
と
し
て
、
訴
訟
に
関
す
る
一
般

国
民
を
も
拘
束
す
る
。

１
性
格
規
則
制
定
権
は
、
憲
法
七
七
条
に
よ
り
最
高
裁
判
所
に
認
め
ら
れ
た
自
主
立
法
権
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
三
権
分
立
主
義
を
徹
底
し

て
裁
判
所
の
自
主
性
を
確
保
す
る
こ
と
及
び
裁
判
の
手
続
的
・
技
術
的
・
細
目
的
事
項
に
つ
い
て
は
専
門
的
知
識
や
経
験
が
あ
る
裁
判
所

に
任
せ
た
方
が
良
い
と
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

最
高
裁
判
所
規
則
は
、
右
の
自
主
立
法
権
に
基
づ
い
て
最
高
裁
判
所
が
制
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
形
式
的
に
は
、
国
会
に
よ
り
議
決
・

制
定
さ
れ
た
「
法
律
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
国
民
も
訴
訟
に
関
与
す
る
限
度
で
は
、
こ
れ
に
従
う
義
務
が
あ
り
、
そ
の
点

で
は
実
質
的
な
法
律
と
同
様
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。

第
七
七
条
〔
外
部
資
料
〕

⑦

（
昭
五
八
・
三
・
四
最
高
裁
事
務
総
局
総
務
局
作
成
）

三
四
二
（
１
１
一
芸
一
）

⑦ 〔
憲
法
資
⑧
〕
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〔
澄
法
資
③
〕

①
憲
法
七
七
条
で
は
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
、
弁
護
士
、
裁
判
所
の
内
部
規
律
及
び
司
法
事
務
処
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
最
高
裁

判
所
の
規
則
制
定
権
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
訴
訟
手
続
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
訴
訟
当
事
者
の
実
体
法
上
の
権
利
義
務
に

直
接
関
係
の
あ
る
事
項
は
、
本
来
法
律
を
も
っ
て
規
定
す
べ
き
事
項
で
あ
る
か
ら
、
規
則
制
定
権
の
範
囲
に
は
属
し
な
い
と
考
え
る
。

訴
訟
手
続
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
規
則
制
定
権
を
認
め
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
裁
判
所
が
自
ら
処
理
す
る
事
項
で
あ
り
、

そ
の
実
際
に
も
最
も
よ
く
通
じ
て
い
る
の
で
、
最
高
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
考
慮
に
基
づ
く
も
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
て
は
、
規
則
制
定
権
の
固
有
の
領
域
に
属
す
る
も
の
と
し
て
国
会
の
立
法
権
を
排
除
す
る
趣
旨
で
は

な
い
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
前
述
の
法
律
で
規
定
す
べ
き
も
の
を
除
い
て
、
訴
訟
手
続
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
い
か
な
る
範
囲
の
も
の

を
法
律
で
定
め
、
ま
た
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
が
よ
り
実
際
に
適
す
る
か
と
い
う
立
法
政
策
上
の
妥

当
性
の
問
題
で
あ
っ
て
、
法
律
事
項
と
規
則
制
定
事
項
と
の
間
に
一
定
の
限
界
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
法
律
で
定
め
ら
れ

た
事
項
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
こ
れ
と
抵
触
す
る
定
め
を
な
し
得
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

⑨
「
弁
謹
士
に
関
す
る
事
項
」
と
は
、
文
言
か
ら
は
弁
謹
士
に
関
す
る
一
般
的
事
項
に
つ
い
て
規
則
で
定
め
得
る
か
の
よ
う
に
承
え
る

が
、
前
述
し
た
最
高
裁
判
所
に
規
則
制
定
権
が
委
ね
ら
れ
た
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
一
般
的
に
弁
護
士
の
職
務
、
資
格
、
身
分
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
は
そ
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
法
律
で
定
め
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
。
も
つ
と
も
、
最
高
裁
判
所

が
制
定
す
る
規
則
に
は
、
憲
法
七
七
条
に
よ
る
も
の
と
、
こ
れ
と
は
別
に
個
々
の
法
律
の
授
権
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
る
も
の
と
が
あ

現
在
、
弁
護
士
に
つ
い
て
制
定
さ
れ
て
い
る
最
高
裁
判
所
規
則
と
し
て
は
、
外
国
弁
護
士
資
格
者
承
認
等
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
九

月
一
日
、
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
二
号
）
、
外
国
弁
護
士
資
格
者
選
考
委
員
会
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
九
月
十
六

日
、
最
高
裁
判
所
規
則
第
九
号
）
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
二
日
、
最
高
裁
判
所
規
則
第

第
七
七
条
〔
外
部
資
料
〕
三
七
三
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４
効
力

(1)

第
七
七
条
〔
外
部
寅
料
〕
三
七
四

一
号
）
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
弁
護
士
の
資
格
等
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
規
則
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
憲
法
七
七
条
の
規

則
制
定
権
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
弁
護
士
法
七
条
（
昭
和
三
○
年
八
月
法
律
第
一
五
五
号
に
よ
っ
て
削
除
）
及
び
沖
縄
の
復
帰
に
伴

う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
六
五
条
の
各
授
権
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

弁
護
士
法
施
行
（
昭
和
二
十
四
年
九
月
一
日
）
以
降
の
弁
護
士
関
係
規
則
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

外
国
弁
護
士
資
格
者
選
考
委
員
会
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
九
月
十
六
日
、
最
高
裁
判
所
規
則
第
九
号
）
｜

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
二
日
、
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）

③
検
察
官
は
、
公
訴
の
提
起
、
遂
行
そ
の
他
職
務
上
裁
判
所
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
検
察
官
も
裁
判
所
に
お
い
て
職

務
を
行
う
場
合
に
は
、
当
然
に
最
高
裁
判
所
規
則
に
拘
束
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
訴
訟
手
続
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
規
則

本
来
の
性
質
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
単
な
る
注
意
（
訓
示
的
）
意
味
の
承
な
ら
ず
、
法
的
拘
束
力
が
あ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

④
前
述
の
と
お
り
、
法
律
の
個
別
的
授
権
に
も
と
づ
き
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
た
も
の
と
し
て
は
、
裁
判
所
法
四
五
条
二
項
に
基
く

簡
裁
判
事
選
考
規
則
、
皇
室
典
範
二
八
条
三
項
に
お
い
て
「
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
の
互
選
に
よ
る
」
と
の
定

め
に
基
く
裁
判
官
た
る
皇
室
会
議
議
員
及
び
予
備
議
員
選
考
規
則
が
あ
る
。

㈲
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
よ
り
、
国
家
公
務
員
法
の
読
永
替
え
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
た
最
高
裁
判
所
で
あ
る
裁
判
所
職
員

に
関
す
る
臨
時
措
置
規
則
に
よ
り
人
事
院
規
則
が
準
用
さ
れ
、
更
に
こ
れ
ら
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
職

員
の
任
免
等
に
関
す
る
規
則
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
の
俸
給
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
則
等
が
あ
る
。

最
高
裁
規
則
と
国
会
の
立
法
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
憲
法
七
七
条
に
列
挙
す
る
事
項
は
裁
判
所
の
専
権
に
属
し
、
国
会
に
よ
る

〔
憲
法
資
⑧
〕

○

⑦



(2)
第
七
七
条
〔
外
部
資
料
〕

立
法
を
排
除
す
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
国
会
を
「
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
し
「
国
権
の
最
高
機
関
」
と
す
る
憲
法
の
趣
旨
か

ら
す
れ
ば
、
憲
法
は
全
体
と
し
て
法
律
の
優
位
を
定
め
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
、
両
者
が
競
合
し
た
場
合
に
は
、
法
律
が
優
先
す
る
も

ら
す
れ
ば
、
憲
子

の
と
解
さ
れ
る
。

た
だ
、
最
高
裁
規
則
の
制
定
は
、
司
法
行
政
に
関
す
る
最
高
機
関
と
し
て
の
最
高
裁
判
所
が
行
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
違
憲

審
査
は
、
裁
判
機
関
と
し
て
の
終
審
裁
判
所
と
し
て
の
最
高
裁
判
所
が
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
観
念
的
に
は
、
別
個
の
機
関
が
行
う
も

の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
理
論
的
に
は
自
己
矛
盾
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
事
実
と
し
て
は
、
規
則
を
制
定
し
た
者
が
規
則

の
合
憲
性
を
判
断
す
る
と
い
う
形
に
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
最
高
裁
判
所
が
規
則
を
制
定
す
る
に
つ
い
て
は
、
い

や
し
く
も
憲
法
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
、
慎
重
の
上
に
も
慎
重
に
考
慮
す
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
実
際
問
題
と
し
て
違
憲
の
疑
い
を
持

た
れ
る
よ
う
な
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
は
、
私
ど
も
と
し
て
は
考
え
に
く
い
。
極
限
的
な
問
題
と
し
て
規
則
の
合
憲
、
違
憲
の
判
断
を

迫
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
憲
法
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
容
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
る
の
は
最
高
裁
判
所
で
あ
る
。

違
憲
性
あ
る
最
高
裁
規
則
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
が
訴
訟
事
件
の
中
で
具
体
的
に
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
最
終
的
に
判
断

例
え
ば
、
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
に
判
事
補
の
参
与
を
認
め
る
規
則
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
実
際
に
問
題
に
な
っ
た
も
の
と

し
て
、
最
高
裁
判
所
昭
和
五
四
年
六
月
三
一
日
判
決
が
あ
り
、
こ
れ
は
同
規
則
の
合
憲
性
を
認
め
て
い
る
。

（
参
考
） 母

三
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